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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ドリル及び／又は打撃ハンマーであって、空気ばね式打撃機構を含んでおり、該空気ば
ね式打撃機構は往復運動可能な駆動ピストン（５）及び該駆動ピストンによって駆動可能
な打撃ピストン（６）を備えており、前記駆動ピストン（５）と打撃ピストン（６）との
間に空気ばねの受容のための中空室（７）を形成してあり、
前記中空室（７）と空気ばね式打撃機構の外部との接続並びに空転運転での前記中空室（
７）の通気のための空転運転通路（１３，１５，１７）を含んでおり、
前記空転運転通路（１３，１５，１７）内に配置されていて、空転運転での該空転運転通
路の開放及び打撃運転での該空転運転通路の閉鎖のための弁（１６，１７）を含んでおり
、
打撃運転時と空転運転時との異なる制御値の検出のための検出装置を含んでおり、
前記弁（１６，１７）は前記制御値に依存して開閉されるようになっていて、これによっ
て該制御値に対応した位置を占めるようになっている形式のものにおいて、
遅延装置（１８，２０，２１）を設けてあり、該遅延装置を介して弁（１６，１７）は閉
鎖の際に次のように制御され、つまり、前記検出された制御値に対応する位置へ、遅延し
て到達するようになっており、遅延時間は、駆動ピストン（５）の１回の往復運動から成
る一打撃サイクルの複数の打撃サイクルに相当する時間を越えているように規定されてい
ることを特徴とするドリル及び／又は打撃ハンマー。
【請求項２】
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　弁（１６，１７）は開放の際に次のように制御され、つまり、検出された制御値に対応
する位置へ、直ちに到達するようになっている請求項１に記載のドリル及び／又は打撃ハ
ンマー。
【請求項３】
　弁（１６，１７）は、遅延によって規定された時間内に該弁の位置を連続的に変化させ
るようになっている請求項１又は２に記載のドリル及び／又は打撃ハンマー。
【請求項４】
　制御値は、使用者から生ぜしめられた押圧力、工具（８）の位置、打撃ピストン（６）
の位置、スライダーの位置、若しくは駆動ピストン（５）の駆動部の制御のために操作可
能な操作部材の位置によって規定された値である請求項１から３のいずれか１項に記載の
ドリル及び／又は打撃ハンマー。
【請求項５】
　少なくとも１つのハンドグリップ（１０）を有しており、該ハンドグリップはドリル及
び／又は打撃ハンマーのつかみ兼押圧のための握り部（１１）を備えており、
制御値は、使用者からハンドグリップ（１０）に生ぜしめられる押圧力であり、
少なくとも空気ばね式打撃機構は、ハンマーケーシング（１）によって取り囲まれており
、
押圧力の検出のための検出装置は、握り部（１１）とハンマーケーシング（１）との間の
力伝達経路内に配置されており、
弁（１６，１７）は、検出された押圧力に依存して開閉するために、該押圧力に対応した
位置を占めるようになっており、
遅延装置（１８，２０，２１）を介して、弁（１６，１７）は閉鎖制御によって、検出さ
れた押圧力に対応する位置へ、遅延して到達するようになっている請求項１から４のいず
れか１項に記載のドリル及び／又は打撃ハンマー。
【請求項６】
　空転運転から打撃運転への移行は、押圧力の増大によって行われ、打撃運転から空転運
転への移行は押圧力の減少によって行われるようになっている請求項１から５のいずれか
１項に記載のドリル及び／又は打撃ハンマー。
【請求項７】
　ハンドグリップ（１０）は、ハンマーケーシング（１）に対して相対的に移動させられ
るようになっている請求項５又は６に記載のドリル及び／又は打撃ハンマー。
【請求項８】
　ハンドグリップ（１０）とハンマーケーシング（１）との間に、検出装置の構成部分と
してのばね装置を設けてあり、該ばね装置は、ハンドグリップ（１０）は前記ばね装置の
所定のばね力によってハンマーケーシング（１）に対して保持されている請求項７に記載
のドリル及び／又は打撃ハンマー。
【請求項９】
　検出装置は、ハンドグリップ（１０）と連結されたストッパーを含んでおり、ストッパ
ーはハンドグリップ（１０）と一緒に、ばね装置のばね力に抗してハンマーケーシング（
１）に対して相対的に移動して、これによって使用者の押圧力を移動量に比例して変化さ
せるようになっている請求項８に記載のドリル及び／又は打撃ハンマー。
【請求項１０】
　ばね装置は、ハンドグリップ（１０）に対する振動遮断のための振動遮断装置の構成部
分としても用いられている請求項８又は９に記載のドリル及び／又は打撃ハンマー。
【請求項１１】
　弁（１６，１７）の制御部材としての軸線方向移動運動可能なスリーブ（１６）を設け
てあり、該スリーブの軸線方向位置は制御値若しくは押圧力に依存して変化させられるよ
うになっている請求項１から１０のいずれか１項に記載のドリル及び／又は打撃ハンマー
。
【請求項１２】
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　スリーブ（１６）は一方の軸線方向ではハンドグリップ（１０）に次のように連結され
ており、つまり使用者の押圧力の減少によって、弁（１６，１７）の位置は直接に前記押
圧力の減少に比例して変化させられるようになっている請求項１１に記載のドリル及び／
又は打撃ハンマー。
【請求項１３】
　スリーブ（１６）は他方の軸線方向ではハンドグリップ（１０）に次のように連結され
ており、つまり、前記スリーブ（１６）の移動は、押圧力の増大によって、ひいてはハン
マーケーシング（１）に対するハンドグリップ（１０）の相対的な移動によって、遅延装
置を介して時間的に遅延して行われるようになっている請求項１１又は１２に記載のドリ
ル及び／又は打撃ハンマー。
【請求項１４】
　駆動ピストン（５）は、中空に形成されており、打撃ピストン（６）は前記駆動ピスト
ン（５）内に軸線方向移動可能に案内されており、駆動ピストン（５）の円筒壁に少なく
とも１つの開口部（１３）を設けてあり、該開口部は駆動ピストン（５）の軸線方向位置
に応じて空転運転通路の一部分を形成している請求項１から１３のいずれか１項に記載の
ドリル及び／又は打撃ハンマー。
【請求項１５】
　駆動ピストン（５）は打撃管（１４）によって取り囲まれており、該打撃管に、前記駆
動ピストン（５）の開口部（１３）に対応して配置された少なくとも１つの半径方向開口
部（１５）を設けてあり、該半径方向開口部は空転運転通路の一部分を形成している請求
項１４項に記載のドリル及び／又は打撃ハンマー。
【請求項１６】
　打撃管（１４）はスリーブ（１６）によって取り囲まれており、前記スリーブ（１６）
は、前記打撃管（１４）の半径方向開口部（１５）に対応して配置された半径方向開口部
（１７）を有していて、前記打撃管（１４）に沿ってばね装置（１８）の作用に抗して軸
線方向に運動させられるようになっており、これによって前記スリーブ（１６）の半径方
向開口部（１７）は、弁の開放のために前記打撃管（１４）の半径方向開口部（１５）上
へ移動させられ、かつ弁の閉鎖のために前記スリーブ（１６）は前記打撃管（１４）の半
径方向開口部（１５）を閉鎖するようになっている請求項１５に記載のドリル及び／又は
打撃ハンマー。
【請求項１７】
　ばね装置（１８）はスリーブ（１６）を弁の閉鎖位置へ押圧している請求項１６に記載
のドリル及び／又は打撃ハンマー。
【請求項１８】
　遅延装置は、スリーブ（１６）と打撃管（１４）との間に形成される中空室（２０）を
含んでおり、該中空室の容積は、打撃管（１４）とスリーブ（１６）との間の相対移動に
依存して変化させられるようになっており、前記中空室（２０）は遅延開口部（２１）を
介して外部に接続されており、前記遅延開口部（２１）の寸法は、該遅延開口部からの所
定の空気容積流を生ぜしめるように規定されている請求項１６又は１７に記載のドリル及
び／又は打撃ハンマー。
【請求項１９】
　スリーブと打撃管との間の中空室（２０）は逆止弁（２２，２３）を含んでおり、該逆
止弁は前記中空室（２０）内の空気圧を低下させるようになっている請求項１８に記載の
ドリル及び／又は打撃ハンマー。
【請求項２０】
　スリーブ（１６）は押圧力の増大に際して移動させられて、スリーブと打撃管との間の
中空室（２０）の容積を増大させるようになっており、前記スリーブ（１６）の前記移動
の速度は、遅延開口部（２１）内を流れる空気容積流によって規定されており、若しくは
ハンドグリップ（１０）とハンマーケーシング（１）との間の、押圧力によって生ぜしめ
られる相対移動の速度よりも低くされている請求項１８又は１９に記載のドリル及び／又
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は打撃ハンマー。
【請求項２１】
　スリーブ（１６）は押圧力の増大に際して移動させられて、スリーブと打撃管との間の
中空室（２０）の容積を減少させるようになっており、この場合に前記中空室（２０）内
に存在する空気の少なくとも一部分は、逆止弁（２２，２３）を介して流出させられるよ
うになっており、前記スリーブ（１６）の前記移動の速度は、ハンドグリップ（１０）と
ハンマーケーシング（１）との間の相対移動の速度に相当している請求項１８から２０の
いずれか１項に記載のドリル及び／又は打撃ハンマー。
【請求項２２】
　検出装置は、ハンドグリップ（１０）がばね装置の作用に抗してハンマーケーシング（
１）に向けて押圧されている状態を検出し、かつ所定の押圧力信号を形成するためのセン
サーを含んでおり、弁は、機械式、若しくは電気式、若しくは電気機械式、若しくは電磁
式に制御可能な弁部材を含んでおり、前記押圧力信号は制御装置に送られ、かつ該制御装
置は前記弁部材を弁の開閉のために制御して、前記弁の閉鎖は所定の時間にわたって延ば
されるようになっている請求項５から２１のいずれか１項に記載のドリル及び／又は打撃
ハンマー。
【請求項２３】
　センサーは近接センサー若しくは力センサーとして形成されている請求項２２に記載の
ドリル及び／又は打撃ハンマー。
【請求項２４】
　水平面に対するドリル及び／又は打撃ハンマーの姿勢状態の検出並びに相応の姿勢状態
信号の発信のための姿勢センサーを設けてあり、姿勢状態信号は信号装置に送られ、かつ
制御装置は押圧力信号及び姿勢状態信号を評価して、弁部材を制御するようになっている
請求項２２又は２３に記載のドリル及び／又は打撃ハンマー。
【請求項２５】
　押圧力信号は、ハンドグリップ（１０）及び、ハンマーケーシング（１）及び、該ハン
マーケーシング内に収容されている構成部分並びに、工具の重量に基づきかつ姿勢状態信
号に依存して補正されるようになっている請求項２４に記載のドリル及び／又は打撃ハン
マー。
【請求項２６】
　工具（８）及び／又は打撃ピストン（６）の作業方向で見て前進した位置は空転運転の
ための基準値として用いられ、かつ工具（８）及び／又は打撃ピストン（６）の後退した
位置は打撃運転のための基準値として用いられている請求項１から２５のいずれか１項に
記載のドリル及び／又は打撃ハンマー。
【請求項２７】
　検出装置は、工具（８）及び／又は打撃ピストン（６）の位置を少なくとも２つの箇所
で規定するための装置を含んでおり、該装置は１つの箇所で空転運転のための位置を規定
しており、かつ別の箇所で打撃運転のための位置を規定している請求項１から２６のいず
れか１項に記載のドリル及び／又は打撃ハンマー
【請求項２８】
　空気弁の非作動位置は空転運転のための基準値として用いられ、かつ空気弁の作動位置
は打撃運転のための基準値として用いられている請求項１から２７のいずれか１項に記載
のドリル及び／又は打撃ハンマー。
【請求項２９】
　検出装置は、制御値の検出並びに制御信号の発信のためのセンサーを含んでおり、弁は
機械式、若しくは電気式、若しくは電気機械式、若しくは電磁式に制御可能な弁部材を含
んでおり、前記制御信号は制御装置に送られ、かつ該制御装置は前記弁部材を弁の開閉の
ために制御して、前記弁の閉鎖は所定の時間にわたって延ばされるようになっている請求
項１から２８のいずれか１項に記載のドリル及び／又は打撃ハンマー。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ドリル及び／又は打撃ハンマーであって、空気ばね式打撃機構を含んでおり
、該空気ばね式打撃機構は往復運動可能な駆動ピストン及び該駆動ピストンによって駆動
可能な打撃ピストンを備えており、前記駆動ピストンと打撃ピストンとの間に空気ばねの
受容のための中空室を形成してあり、該中空室と前記空気ばね式打撃機構の外部との接続
並びに空転運転での前記中空室の通気のための空転運転通路を含んでおり、該空転運転通
路内に配置されていて空転運転での該空転運転通路の開放及び打撃運転での該空転運転通
路の閉鎖のための弁を含んでおり、さらに打撃運転時と空転運転時との異なる制御値の検
出のための検出装置を含んでおり、この場合に前記弁は前記制御値に依存して開閉されて
、これによって該制御値に対応した位置を占めるようになっている形式のものに関する。
【０００２】
　前記形式のドリル及び／又は打撃ハンマー（以下、短く単にハンマーと称する）は、ド
イツ連邦共和国特許出願公開第１０１４５４６４Ａ１号明細書によって公知であり、押圧
力に依存して作動する空転制御装置（アイドリング制御装置）を備えている。ハンマー内
に設けられた空転運転通路（アイドリング通路）は、駆動ピストンと打撃ピストンとの間
で空気ばね式打撃機構（エアースプリング打撃装置）内に形成された中空室と外部とを接
続していて、弁によって開閉されるようになっている。ハンドグリップの握り部とハンマ
ーケーシングとの間の力伝達経路内に、ハンマーの使用者若しくは操作員からハンドグリ
ップに生ぜしめられる押圧力の検出するための検出装置を配置してある。弁は、検出され
た押圧力に依存して制御されるようになっている。
【０００３】
　前記ハンマーの構成による利点は、ドイツ連邦共和国特許出願公開第１０１４５４６４
Ａ１号明細書に記載してある。ハンマーを、モーター若しくは原動機がすでに高い回転数
で回転しているにもかかわらず、加工すべき石材に滑らかに当て付けることができるよう
になっている。この場合に打撃機構（打撃装置）は空転（アイドリング）状態であり、打
撃機構内の駆動ピストンは往復運動している。押圧力を使用者によって増大させることに
よってはじめて、弁は操作され、空転運転通路は閉じられて、駆動ピストンと打撃ピスト
ンとの間の中空室内に空気ばね（エアースプリング）を形成するようになっている。これ
によって打撃運転が生ぜしめられる。ドリル及び／又は打撃ハンマーなる記載は、打撃作
業のみを行う打撃作業位置と穿孔作業のみを行う穿孔作業位置と打撃兼穿孔作業を行う打
撃穿孔作業位置とに切り替え可能なハンマー、若しくは打撃兼穿孔作業を行うハンマー、
若しくは打撃作業を行うハンマーを意味している。
【０００４】
　ドイツ連邦共和国特許出願公開第１０１４５４６４Ａ１号明細書に記載されているハン
マーは実際に使用されている。該公知のハンマーの構成には改善の余地がある。ハンマー
は、空転運転から打撃運転への移行（切り替え）に際して空気ばね式打撃機構によって振
動に依存した所定の運動を生ぜしめるようになっており、ハンマーケーシングは使用者に
よってつかまれたハンドグリップに対して相対的に移動させられ、弁は早期に閉鎖されて
、打撃運転を急激に開始してしまうことになる。
【０００５】
　本発明の課題は、冒頭に述べた形式のハンマーを改善して、ハンマーを例えば石材等に
軽く当て付けることによって空転運転から打撃運転への緩速の移行、つまり滑らかな切り
替えを達成することである。
【０００６】
　前記課題は、請求項１に記載の構成によって解決される。本発明の有利な実施態様を従
属請求項に記載してある。
【０００７】
　本発明に基づくドリル及び／又は打撃ハンマー（以下、短く単にハンマーと称する）は
、１つの弁を含んでおり、該弁を介して、空気ばね式打撃機構内に設けられかつ空気ばね
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を形成している中空室は、空転運転通路を経て外部に接続されるようになっている。前記
弁は空転運転通路を空転運転で開き、かつ打撃運転で閉じるために役立っている。さらに
、打撃運転時と空転運転時との異なる制御値の検出のための検出装置を設けてある。
前記弁は前記制御値に依存して開閉されて、これによって該制御値に対応した位置を占め
るようになっている。打撃運転若しくは空転運転に対応する位置を上回る若しくは下回る
場合の限界値を規定することも有利である。
【０００８】
　本発明に基づき、遅延装置を設けてあり、該遅延装置を介して前記弁は閉鎖の際に次の
ように制御され、つまり、検出された制御値に対応する位置へ、遅延して若しくは減速し
て到達するようになっている、つまり緩慢に移動するようになっている。
【０００９】
　上述のように、弁による空転運転通路の閉鎖は、空気ばね式打撃機構の空転運転から打
撃運転への切り替えを生ぜしめるようになっており、それというのは駆動ピストンと打撃
ピストンとの間の中空室に空気ばねを形成するからである。
遅延装置は、ハンマーの急激な当て付け若しくは押圧力の増大に際しても弁による空転運
転通路の急激な閉鎖を行わないようにしている。弁は、短時間の押圧作用に左右されるこ
となく、作動開始を遅らされ、所定の時間の経過の後に制御値に相当する位置に達するよ
うになっている。これによって、空転運転から打撃運転への移行若しくは切り替えは比較
的に緩やかに、使用者に予想される状態で行われる。
【００１０】
　有利には弁は、開放の際に次のように制御され、つまり、検出された制御値、例えば押
圧力に対応する位置へ、実質的に直ちに到達する、つまり遅延なしに直ちに移動するよう
になっている。空転運転通路の開放は、打撃運転から空転運転への移行に際して必要であ
り、ハンドグリップをつかんでハンマーを持ち上げることによって、ひいては押圧力の減
少によって行われる。この場合に有利には、ハンマーは急速に、つまり遅れなしに空転運
転へ移行して、ハンマーの不都合な振動を避けるようになっている。このために弁は、で
きるだけ即座に、つまり急速に空転運転通路を開放して、空気ばねを通気させるようにな
っている。
【００１１】
　閉鎖に際して本発明の有利な実施態様では、遅延時間、つまり弁を完全に閉鎖するまで
の時間は、駆動ピストンの１回の往復運動から成る一打撃サイクルの複数の打撃サイクル
に相当する時間を越えているように規定されている。有利には弁は、遅延によって規定さ
れた時間内に該弁の位置を連続的に変化させるようになっている。つまり、弁の閉鎖作動
は連続的に行われ、空転運転通路を一定速度で閉鎖して、空転運転から打撃運転への滑ら
かな移動を達成するようになっている。
【００１２】
　制御値として、ひいては空転運転と打撃運転との識別のための基準値として、種々の値
を用いるようになっており、該値は付加的に評価されるようになっていてよい。
制御値は、例えば使用者からハンドグリップに生ぜしめられた押圧力、工具の位置、打撃
ピストンの位置、スライダーの位置、若しくは駆動ピストンの駆動部の制御のために操作
可能な操作部材の位置によって規定された値であってよい。ハンマーを空転運転に際して
石材から離すと、工具のシャフトはハンマーの工具保持部分から走出して、作業方向で見
て前側の位置（前進した位置）に達する。打撃ピストンも、打撃運転では占められない前
側の位置に到達する。有利な実施態様では検出装置は、前記前側の位置を検出して、空転
運転のための基準値として評価するように形成されている。
【００１３】
　本発明の別の実施態様では、駆動ピストンの駆動部の制御のために設けられていて使用
者によって操作される操作部材の位置を、制御値として用いるようになっている。操作部
材は、圧縮空気で作動する圧縮空気式ハンマーの場合には空気弁若しくは空気レバーであ
ってよく、空気弁若しくは空気レバーは開放位置と閉鎖位置との間で移動するようになっ
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ている。操作部材は、内燃機関若しくはエンジンのためのガスレバー並びに電動モータの
ための操作ボタンを含むものである。
【００１４】
　本発明の特に有利な実施態様では、制御値として、使用者から生ぜしめられる押圧力を
評価するようになっている。このために、ハンドグリップの握り部とハンマーケーシング
との間の力伝達経路内に、使用者の押圧力の検出のための検出装置を配置してある。弁は
、検出された押圧力に依存して開閉するために、該押圧力に対応した位置を占めるように
なっている。押圧力のための所定の限界値を超えた場合に、弁は閉鎖位置へ移され、その
結果、空気ばね式打撃機構の打撃作動を開始するようになっている。逆に前記限界値を下
回った場合には、弁は空転運転通路を開き、打撃機構内の空気ばねは通気され、打撃運転
は中断される。
【００１５】
　本発明に基づき遅延装置を介して、弁は閉鎖の際に次のように制御され、つまり、検出
された押圧力に対応する位置に遅延して到達するようになっている。
【００１６】
　本発明の有利な実施態様では、ハンドグリップはハンマーケーシングに対して相対的に
運動させられるようになっている。遅延装置は、ハンドグリップとハンマーケーシングと
の間の相対運動によって直ちに空転運転通路を閉鎖するのではなく、空転運転通路の横断
面を極めて低速で変化させ、つまり空転運転通路の閉鎖速度を減速させるように作動して
いる。
【００１７】
　ハンドグリップとハンマーケーシングとの間に、検出装置の構成部分としてのばね装置
を設けてあり、該ばね装置は、ハンドグリップを所定のばね力でハンマーケーシングに対
して締め付けている。ハンドグリップは、ハンマーケーシングに対して相対的に、使用者
の押圧力にほぼ比例して移動させられるようになっている。
【００１８】
　本発明の特に有利な実施態様では、弁の制御部材を形成していて軸線方向に移動運動可
能であるスリーブを設けてあり、該スリーブの軸線方向位置は制御値若しくは押圧力に依
存して変化させられるようになっている。該スリーブは原理的には、ドイツ連邦共和国特
許出願公開第１０１４５４６４Ａ１号明細書に開示のスリーブに相当するものである。し
かしながら本発明に基づくスリーブは、一方の軸線方向でのみハンドグリップに次のよう
に例えば形状接続式若しくは嵌合式に連結されており、つまり使用者の押圧力の減少によ
って、弁の位置は前記押圧力の減少に比例して直ちに変化させられるようになっている。
【００１９】
　本発明で用いてあるスリーブは、ドイツ連邦共和国特許出願公開第１０１４５４６４Ａ
１号明細書に開示のスリーブと異なって、逆の軸線方向ではハンドグリップに形状接続的
に連結されるのではなく、次のように連結されており、つまり、スリーブの移動は、押圧
力の増大によって、ひいてはハンマーケーシングに対するハンドグリップの相対的な移動
によって、遅延装置を介して時間的に遅延して若しくは時間的に延ばして行われるように
なっている。スリーブの時間的に遅延した若しくは延ばした移動は、ここでは、スリーブ
がハンドグリップとハンマーケーシングとの間の相対的運動の速度よりも極めて低い速度
で移動させられることを意味している。
【００２０】
　本発明の特に有利な実施態様では、駆動ピストンは、中空に形成されており、打撃ピス
トンは前記駆動ピストン内に軸線方向移動可能に案内されており、駆動ピストンの円筒壁
に少なくとも１つの開口部を設けてあり、該開口部は駆動ピストンの軸線方向位置に応じ
て空転運転通路の一部分を形成するようになっている。駆動ピストンは打撃管によって取
り囲まれており、該打撃管に、前記駆動ピストンの開口部に対応して配置された少なくと
も１つの半径方向開口部を設けてあり、該半径方向開口部は空転運転通路の一部分を形成
している。打撃管はスリーブによって取り囲まれており、スリーブは、打撃管の半径方向
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開口部に対応して配置された半径方向開口部を有している。
【００２１】
　スリーブは本発明に基づき、打撃管に沿ってばね装置の作用に抗して軸線方向に運動さ
せられるようになっており、これによってスリーブの半径方向開口部は、弁の開放のため
に打撃管の半径方向開口部上へ移動させられ、かつ弁の閉鎖のためにスリーブは打撃管の
半径方向開口部を閉鎖するようになっている。この場合に、ばね装置はスリーブを弁の閉
鎖位置へ押圧しており、その結果、弁の開放のためにスリーブはばね装置の作用に抗して
移動させられる。
【００２２】
　本発明の有利な実施態様では遅延装置は、スリーブと打撃管との間に形成される中空室
を含んでおり、該中空室の容積は、打撃管とスリーブとの間の相対移動に依存して変化さ
せられるようになっている。スリーブと打撃管との間の中空室は、外部に対してほぼ密閉
されていて、もっぱら遅延開口部を介してのみ外部に接続されており、遅延開口部（減速
開口部若しくは減衰開口部）の寸法は、該遅延開口部から中空室と外部との間の圧力差に
ほぼ依存した所定の空気容積流を生ぜしめるように規定されている。
【００２３】
　本発明の別の実施態様では、スリーブと打撃管との間の中空室はさらに逆止弁を含んで
いてよく、該逆止弁は前記中空室内の空気圧若しくは過圧を必要に応じて低下させるよう
になっている。逆止弁は中空室内への空気流入を阻止するようになっている。
【００２４】
　本発明の特に有利な実施態様では、スリーブは使用者による押圧力の増大に際して次の
ように移動させられ、つまりスリーブと打撃管との間の中空室の容積は、ばね装置の作用
及びスリーブの移動によって増大させられ、この場合にスリーブの移動の速度は、遅延開
口部内を流れる空気容積流によって規定され、若しくは最小にされている。スリーブの移
動の速度は、特にハンドグリップとハンマーケーシングとの間の、押圧力によって生ぜし
められる相対移動の速度よりも低くされている。スリーブは、作用している押圧力で与え
られた所定位置へもっぱら低速で移動させられる。スリーブを弁のための制御部材として
用いてある場合には、弁も、押圧力によって規定された終端位置（空転運転通路をほぼ完
全に閉じる位置）へ遅延して移される。これによって空転運転通路の滑らかな閉鎖若しく
は緩やかな閉鎖を保証してあり、その結果、ハンマーの滑らかな始動を達成している。
【００２５】
　逆にハンマーを持ち上げる際には、打撃運転から空転運転への迅速な移行が望まれる。
振動遮断装置は、押圧力の除かれたハンドグリップをばね作用によって所定の出発位置若
しくは基準位置（静止位置）へ移動させるようになっている。この場合に、ハンドグリッ
プに連結されたスリーブは、次のように移動させられ、つまりスリーブと打撃管との間の
中空室の容積は減少され、これによって該中空室内の空気圧は増大される。中空室内に存
在する空気の少なくとも一部分は、逆止弁を介して流出させられるようになっている。遅
延開口部も、中空室内からわずかな量の空気を流出させる。この場合にスリーブの移動の
速度は、振動遮断装置によってハンドグリップとハンマーケーシングとの間に生じる相対
移動の速度にほぼ相当している。このことは、スリーブの移動方向でスリーブとハンドグ
リップとの間に形状接続的な連結を生ぜしめていることによっても保証されている。
【００２６】
　本発明の別の実施態様では、検出装置はセンサーを含んでおり、該センサーは、ハンド
グリップの状態、例えばハンドグリップに作用する押圧力（該押圧力によってハンドグリ
ップがばね装置の作用に抗してハンマーケーシングに向けて押圧されている）を検出し、
かつ所定の押圧力信号を形成するようになっている。
弁は、機械式、若しくは電気式、若しくは電気機械式、若しくは電磁式に制御可能な弁部
材を含んでいる。押圧力信号は制御装置に送られ、かつ該制御装置は押圧信号に依存して
弁部材を弁の開閉のために制御し、その結果、弁の閉鎖は所定の時間にわたって延ばされ
るようになっている。制御装置は、弁の閉鎖、すなわち空転運転から打撃運転への移行を
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極めて短い時間で急激に行うのではなく、予め規定された長い時間にわたって延ばして行
うようになっている。これによって、純然たる機械的な構成の場合と同じ作用効果を達成
している。センサーは有利には近接センサー若しくは力センサーとして形成されている。
【００２７】
　さらに有利には、姿勢センサーを設けてあり、姿勢センサーは、水平面に対するドリル
及び／又は打撃ハンマーの姿勢状態を検出し、かつ相応の姿勢状態信号を発信するように
なっており、姿勢状態信号は信号装置に送られ、制御装置は押圧力信号及び姿勢状態信号
を評価して、弁部材（弁構成要素）を制御するようになっている。水平面からのハンマー
の姿勢の違いを考慮するために、検出された押圧力信号は、ハンドグリップ及び、ハンマ
ーケーシング及び、該ハンマーケーシング内に収容されている構成部分並びに、工具の重
量に基づきかつ姿勢状態信号に依存して補正されるようになっている。
【００２８】
　制御値として工具及び／又は打撃ピストンの位置を評価する場合には、工具及び／又は
打撃ピストンの作業方向で見て前進した位置（前側の位置）は空転運転のための基準値と
して用いられ、かつ工具及び／又は打撃ピストンの後退した位置（後側の位置）は打撃運
転のための基準値として用いられている。空転運転では、工具（のみ若しくはたがね）及
び打撃ピストンはハンマーから前方へ突出し、若しくは滑り出していて、作業方向で見て
前側の位置（前進した位置）に達しており、該位置には工具及び打撃ピストンは打撃運転
では到達することはない。したがって工具及び打撃ピストンの前側の位置（前進した位置
）は、空転運転と打撃運転とを区別するための適切な基準を成すものである。
【００２９】
　本発明の特に簡単な実施態様では、検出装置は、工具及び／又は打撃ピストンの位置を
少なくとも２つの箇所で規定するための装置を含んでおり、該装置は１つの箇所で空転運
転のための位置を規定しており、かつ別の箇所で打撃運転のための位置を規定している。
これによって、工具及若しくは打撃ピストンの任意の各位置を検出して、連続的な監視を
行う必要はなくなっている。むしろ当該の構成部分、つまり工具及若しくは打撃ピストン
が空転運転と打撃運転との間の１つの境界を越えているか否かを検出するだけで十分であ
る。このことは、仮想の境界から隔てられた２つの箇所で当該構成部分の位置を検出する
ことによって簡単に実施されるものである。
【００３０】
　本発明の別の実施態様では、駆動部（例えば圧縮空気源）のための操作部材（例えば空
気弁若しくは空気レバー）の空転運転位置は、空転運転のための基準として用いられ、か
つ操作部材の打撃運転位置は打撃運転のための基準として用いられている。これによって
圧縮空気式ハンマーにおいて、操作部材の位置を評価して、空転運転と打撃運転とを識別
するようになっている。
【００３１】
　特に有利には検出装置は、制御値の検出並びに制御信号の発信のためのセンサーを含ん
でおり、弁は機械式、若しくは電気式、若しくは電気機械式、若しくは電磁式に制御可能
な弁部材を含んでおり、制御信号は制御装置に送られ、かつ制御装置は弁部材を弁の開閉
のために制御するようになっており、この場合に弁の閉鎖は所定の時間にわたって延ばさ
れるようになっている。これによって、前述の純然たる機械式の手段に頼ることなく、メ
カトロニクス式若しくは電気式若しくはエレクトロニクス式の手段も実施することができ
るようになっている。
【００３２】
　弁の閉鎖を電子式に制御する場合には、電子装置によって、閉鎖に必要な時間を規定す
るようになっている。この場合には検出装置は、使用者若しくは作業員がハンマーを軽く
押していて、したがってまだ完全な打撃出力を生ぜしめないことをも検出するようになっ
ている。電子制御装置を用いることによって、弁の開放及び閉鎖の際の中間状態、例えば
ハンマーを軽く押し付けた状態での打撃作業を任意の時間にわたって維持することができ
るようになっている。
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【００３３】
　次に本発明を図示の実施例に基づき詳細に説明する。図面において、
図１ａは、本発明に基づくドリル及び／又は打撃ハンマーの空転運転状態での部分破断図
であり、
図１ｂは、図１ａの拡大部分図であり、
図１ｃは、図１ａの別の拡大部分図であり、
図２ａは、ドリル及び／又は打撃ハンマーの打撃運転状態での部分破断図であり、
図２ｂは、図２ａの拡大部分図であり、
図２ｃは、図２ａの別の拡大部分図であり、
図３は、本発明に基づくドリル及び／又は打撃ハンマーの別の実施例の断面図である。
【００３４】
　図１ａに示すドリル及び／又は打撃ハンマーは、ハンマーケーシング１及び、該ハンマ
ーケーシングの大部分を取り囲むグリップキャップ２を備えている。
【００３５】
　ハンマーケーシング１は、ハンマーの複数の構成ユニット、つまり殊に駆動部（図示省
略）、該駆動部によって駆動可能な揺動ロッド式伝動装置３、及び空気ばね式打撃機構４
をまとめるために用いられるものである。空気ばね式打撃機構４においては、駆動ピスト
ン５は揺動ロッド式伝動装置３によって軸線方向に往復運動させられるようになっており
、駆動ピストン５の中空の内部に受容されて同じく軸線方向に往復運動自在の打撃ピスト
ン６は、中空室７内に形成された空気ばねを介して往復駆動されるようになっている。打
撃ピストン６自体は、工具８（図１ａでは、のみ若しくはたがね）の差込端部を周期的に
打撃するようになっており、工具８は工具受容部９によって保持されている。
【００３６】
　ハンマーケーシング１は、一般的に金属から成っていて、前述の構成要素の少なくとも
１つを受容している。ハンマーケーシング１の大部分はグリップキャップ（グリップフー
ド）２によって取り囲まれており、グリップキャップ２はそれ自体公知の振動遮断装置（
図示省略）、例えばゴムばねを介してハンマーケーシング１に結合されている。グリップ
キャップ２はプラスチックから成形されていてよく、前側へ、つまり工具の側へ工具受容
部９の領域内まで延びている。
【００３７】
　グリップキャップ２にはハンドグリップ１０を設けてあり、ハンドグリップ（取っ手）
は握り部１１を備えており、該握り部を使用者若しくは作業員は一方の手で握ってハンマ
ーを保持して、加工すべき石材等に押し付けるようになっている。グリップキャップ２の
前側の領域にはさらに別のハンドグリップ１２を設けてあり、該ハンドグリップ（補助グ
リップ）はハンマーの安定した案内のために使用者若しくは作業員の他方の手で掴まれも
のである。
 　前に述べてあるように、グリップキャップ２はハンマーケーシング１の大部分を取り
囲んで、つまり覆っている。もちろん変化例では、グリップキャップ２によってハンマー
ケーシング１の一部分のみを、殊にハンマーケーシング１の、ハンドグリップ１０に向け
られている後側の領域のみを取り囲むようにすることも可能である。考えられる別の実施
例では、グリップキャップ２はハンマーケーシング１をほとんど覆わずに、もっぱら振動
遮断装置を介してハンマーケーシング１の後部に保持されていてよい。「グリップキャッ
プ」なる用語は、必ずしも該グリップキャップによってハンマーケーシング１を覆う若し
くは包囲することを意味していない。
【００３８】
　グリップキャップ２とハンマーケーシング１との間に配置される振動遮断装置は、空気
ばね式打撃機構４の打撃作用による石材等の加工時に発生する衝撃並びに振動をグリップ
キャップ２に対して遮断して、その結果、電動工具の使用者を有害な振動にできるだけさ
らさないようにするために用いられている。振動遮断装置は、ハンマーケーシング１に対
するグリップキャップ２の相対運動を可能にするものであり、ハンドグリップ１０をハン
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マーケーシング１に向けて押圧すると、グリップキャップ２はハンマーケーシング１上を
前側へ、つまり工具８の側へ移動するようになっている。
【００３９】
　ドイツ連邦共和国特許出願公開第１０１４５４６４Ａ１号明細書に記載してあるように
、空気ばね式打撃機構４は、所定の力で押圧されることによって、中空室７が周囲（若し
くは外部）と接続されて通気される静止位置（空転位置若しくは空転運転）と、中空室７
が周囲から遮断されかつ空気ばねが作用する作動位置（打撃運転若しくは打撃作業）との
間で切り替えられるようになっている。
【００４０】
　使用者若しくは作業員からハンドグリップ１０若しくは握り部１１に生ぜしめられた押
圧力を検出するために、検出装置を設けてある。図示の実施例では検出装置においては、
押圧力は振動遮断装置内のばね装置の作用に抗してハンマーケーシング１に対するグリッ
プキャップ２の所定の相対移動を生ぜしめるようになっている。振動遮断装置のばね特性
は規定された既知のものであるので、押圧力はグリップキャップの相対移動量によって求
められる。相対移動をストッパーによって制限することも可能であり、この場合にストッ
パーは、打撃運転のために必要な最大の押圧力を達成できるように規定され、つまりグリ
ップキャップは最大の押圧力の際にストッパーに当接するようになっている。
【００４１】
　図１ａ乃至図１ｃでは、ハンマーを空転位置で示してあり、中空室７は周囲（外部）に
接続され、したがって通気されるようになっている。このことは部分図である図１ｂ及び
図１ｃに拡大して示してある。
【００４２】
　駆動ピストン５の円筒壁にスリット若しくは長孔の形の開口部１３を設けてある。駆動
ピストン５は半径方向で打撃管１４によって案内されており、打撃管は、駆動ピストン５
の開口部１３と合致する半径方向開口部１５を有している。
【００４３】
　打撃管１４はスリーブ１６によって包囲され、つまり取り囲まれており、スリーブの周
壁に、打撃管１４の半径方向開口部１５と合致する半径方向開口部１７を設けてある。図
１ｂ及び図１ｃに示してあるように、開口部１３及び半径方向開口部１５，１７は互いに
重なって、つまり互いに合致していて、一緒に空転運転通路（通気通路）を形成しており
、該空転運転通路を介して中空室７は空気ばね式打撃機構５の外部に接続されている。こ
れによって、打撃ピストン５の軸線方向の運動に際しても中空室７内に空気ばねは形成さ
れず、したがって打撃ピストン６は打撃ピストン５の運動に追随させられない。空気ばね
式打撃機構４は、打撃ピストン５を駆動装置によって往復運動させている場合でも空転し
ている。
【００４４】
　スリーブ１６は、打撃管１４上をばね１８の力に抗して摺動させられるようになってお
り、これによって半径方向開口部１７は空転運転位置で半径方向開口部１５に接続される
か、図２ｂ及び図２ｃに示すように、打撃運転位置へ移動させられるようになっており、
その結果、半径方向開口部１７はもはや半径方向開口部１５に接続しておらず、半径方向
開口部１５はスリーブ１６によって閉鎖されている。スリーブ１６は、空転運転通路のた
めの弁を成している。
【００４５】
　スリーブ１６の軸線方向位置は、一方ではばね１８の作用によって規定されており、か
つ他方ではスリーブ１６の一方の端面でもってピン１９に当接することによって規定され
ており、ピン１９はグリップキャップ２に保持されている。
【００４６】
　図２ａ乃至図２ｃには同一のドリルハンマーを、打撃運転位置で示してあり、この場合
に使用者は押圧力をハンドグリップ１０に生ぜしめており、その結果、グリップキャップ
２はハンマーケーシング１に対して相対的に前側へ、つまり工具８の側へ移動させられて
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いる。
【００４７】
　図１ａ及び図１ｂと図２ａ及び図２ｂとを見比べると、スリーブ１６の位置の変化から
明らかであるように、図１ａ及び図１ｂの空転運転位置では使用者は押圧力をハンドグリ
ップ１０にほとんのど生ぜしめないか、若しくはわずかにしか生ぜしめていない。必要に
応じて使用者はハンドグリップ１０をつかんでハンマーを持ち上げている。グリップキャ
ップは、図示省略の振動遮断装置（図示省略）によってハンマーケーシング１に対して、
図１ａに示す空転運転位置（基準位置若しくは静止位置）を占めている。これによって、
ピン１９はスリーブ１６をばね１８の作用（ばね力）に抗して、特に図１ｂに明瞭に示し
てある位置へ押圧しており、その結果、空転運転通路は開かれて、中空室７内の空気ばね
は通気されている。ばね１８のばね作用は、振動遮断装置の強いばね作用によって克服さ
れるようになっている。
【００４８】
　使用者によって押圧力をハンドグリップ１０に生ぜしめて、グリップキャップ２を前側
へ移動させると、グリップキャップ２に固定されたピン１９も前側へ移動させられる。こ
れによって、スリーブ１６の端面の支えは除かれ、したがってスリーブ１６は、図２ｂに
示してあるように、ばね１８の作用に基づき同じく前側へ押圧される。この場合に、打撃
管１４とスリーブ１６との間に、つまり両方の端面間に中空室２０を生ぜしめている。中
空室２０は周囲に対して十分に遮断され、つまり密閉されているので、中空室２０内には
ばね１８の作用によって負圧を形成するようになっている。中空室２０内の負圧は、スリ
ーブ１６の端面に設けられた１つの遅延開口部２１を介して軽減されるようになっており
、前記遅延開口部は空気を中空室２０内へ流入させるようになっている。遅延開口部２１
は、該遅延開口部の寸法を適切に規定することによって、スリーブ１６を、図１ｂに示す
空転運転位置から図２ｂに示す打撃運転位置へ比較的に低速で移動させるようにしている
。スリーブの低速の移動によって、半径方向開口部１７も半径方向開口部１５から低速で
、つまりゆっくりと離され、その結果、空転運転通路はゆっくりと閉じられる。このこと
は、空転運転から打撃運転への移行若しくは切り替えが極めて緩やかに行われて、使用者
によって容易に予測して制御されることを意味している。これによってピン１９は、使用
者によるグリップキャップ２への急速な強い押圧力でスリーブ１６から離間させられうる
ようになっている。この場合にピンは移動させられて工具側の終端位置を規定しており、
該終端位置にスリーブ１６はピン１９へ向かって減速して到達するようになっている。ス
リーブ１６の減衰作用、つまり軸線方向運動の減速度は、遅延開口部２１の寸法設定によ
って予め適切に規定されるようになっている。
【００４９】
　本発明に基づき設けられた遅延装置若しくは減速装置は、主としてばね１８、中空室２
０及び遅延開口部２１によって形成されている。
【００５０】
　作業の終了の後に、つまり加工すべき石材からハンマーを離す場合に、若しくは押圧力
を軽減する場合には、使用者を不都合な振動から保護するために、打撃運転から空転運転
への極めて迅速な移行を望むようになっている。このために半径方向開口部１７は再び半
径方向開口部１５上へ移動させられて、空転運転通路を開くようになっている。中空室２
０内の空気は、スリーブの移動運動に抗して作用する空気ばねを成してしまうことになる
ので、中空室２０内の空気を迅速に排出する必要がある。このために、逆止弁２２を設け
てあり、逆止弁２２は該逆止弁の下側に設けられた少なくとも１つの開口部２３を覆って
いる。図示の実施例では逆止弁２２を１つのゴムリングによって形成してあり、該ゴムリ
ングはスリーブの環状の溝内にはめ込まれていて、前記溝内にかつ全周にわたって分配し
て設けられた複数の開口部２３を覆っている。中空室２０の内部の空気圧が増大すると、
逆止弁２２のゴムリングは溝の底部から持ち上げられ、その結果、中空室内の空気は開口
部２３を介して極めて迅速に逃がされる。これによって空転運転への迅速な移行を保証し
ている。
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【００５１】
　前述の遅延装置は、ばね負荷されていない、つまりばねによって支えられていないハン
マー質量体（ほぼハンマーケーシング及び該ケーシング内に収容された構成要素）とばね
負荷されたハンマー質量体（ほぼグリップキャップ２並びにハンドグリップ１０）との間
の相対運動によって、直ちに空転運転通路の横断面の急激な変化を生ぜしめるのではなく
、意図的な減速若しくは時間延長を達成するために用いられている。本発明による遅延装
置に基づき、ハンマーは、使用者から生ぜしめられる押圧力に応じて打撃力の減少された
任意の長さで最大のハンマー打撃回数に保たれる。つまり、使用者は打撃運転を全回転数
に保つことができ、その結果、打撃機構は、強い打撃力を工具８に生ぜしめることなしに
、定格打撃数で作動できるようになっている。ハンマーを加工すべき石材に急激に若しく
は急速に押し付けた場合にも、打撃機構は打撃運転に急激に切り替えられるのではなく、
遅延装置に基づき、最大の打撃力に達するまでに数回の打撃サイクルを必要としている。
【００５２】
　本発明は、前述の実施例に限定されるものではなく、任意の別の構成で実施されうるも
のである。特に押圧力は電気式若しくは電子式の検出装置によって検出されていてよく、
このような検出装置は所定の信号を制御装置に送り、制御装置は空転運転通路の開閉のた
めの弁を制御するようになっている。
【００５３】
　ハンマーの各使用状態は、使用者から生ぜしめられる押圧力をハンマーの使用状態に応
じて高い値で変化させるために、考慮されるようになっている。使用者は、ハンマーを水
平な状態で持って作業する場合、若しくは工具を上向きにして作業する場合には、工具を
下向きにして作業する場合に必要な押圧力よりも高い押圧力を生ぜしめなければならない
。それというのは、水平な状態での作業若しくは上向き状態での作業の場合には、ハンマ
ーの重量をも受け止めなければならないからである。押圧力並びに空転運転及び打撃運転
の切り替えの経過は制御装置によって適切に評価されて調節されるようになっている。
【００５４】
　図３には本発明に基づくドリルハンマーの別の実施例を示してあり、該ドリルハンマー
は、ドイツ連邦共和国特許出願公開第１０１４５４６４Ａ１号明細書の図４に示すものに
基づくものである。ドイツ連邦共和国特許出願公開第１０１４５４６４Ａ１号明細書に記
載のハンマーにおいては、ハンドグリップへの使用者の押圧力の検出、並びに中空室７と
外部との接続部の制御のための弁の位置の調節は電気機械式の手段によって行われるよう
になっている。
【００５５】
　弁部材２５を極めて短い空転運動通路内に配置してある。この場合に空転運転通路は打
撃管１４の凹設部２６及び接続通路２７によって形成されており、前記接続通路内に弁部
材２５を装着してある。弁部材（弁体）２５は内部に貫通孔を有していて、図示省略の作
動部材によって回転させられるようになっている。
図３では弁部材２５を次の位置に回転させてあり、つまり該位置では弁部材の貫通孔は空
転運転通路内に配置されておらず、したがって中空室７と空気ばね式打撃機構の外部との
間の接続部は遮断されている。弁部材２５を９０°にわたって別の位置へ回転させると、
該位置では弁部材の貫通孔は空転運転通路に開口して、中空室７を空気ばね式打撃機構の
外部に接続している。
【００５６】
　ハンドグリップ１０は、ばね装置２８の作用力に抗してハンマーケーシング１に対して
相対的に運動可能に取り付けられている。ハンドグリップ１０とハンマーケーシング１と
の間の相対運動は、近接センサー２９によって検出されるようになっている。近接センサ
ー２９は、双極の状態、つまり打撃運転位置と空転運転位置とを区別するように構成され
ている。別の適切な近接センサーを用いてハンマーケーシング１に対するハンドグリップ
１０の正確な相対位置を検出して、評価するようにすることも可能である。近接センサー
２９の代わりに、例えばばね装置２８の内部に、若しくはばね装置に依存することなしに
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応答式の力センサーによって直接に握り部１１で使用者の押圧力を検出することも可能で
ある。
【００５７】
　近接センサー２９は、押圧力に対応する押圧信号を発信して、制御装置３０に送るよう
になっている。押圧信号は、押圧力に比例するものであってよい。制御装置３０によって
、使用者がハンマーを押圧して、空転運転から打撃運転へ移行させることを検出すると、
制御装置３０は弁作動部材（図示省略）を制御して、弁部材２５を図示の位置へ回動させ
るようになっている。ハンマーを持ち上げて押圧力を相応に低下させると、逆の過程が生
ぜしめられて、空転運転通路は開かれる。
【００５８】
　特に打撃位置への弁部材２５の回動、ひいては空転運転通路２７の閉鎖の際には、本発
明に基づき遅延作用若しくは減速作用を生ぜしめるようになっている。このことは、制御
装置３０が遅延装置を含んでいて、弁作動装置を制御し、これによって時間的に延ばされ
た所期の移行が行われるようになっていることを意味する。
【００５９】
　本発明の別の実施例では、制御値として使用者の押圧力と異なる値を用いるようになっ
ている。つまり、工具８の位置、打撃ピストン６の位置、若しくは打撃ピストン６と工具
８との間の中間ピストンとして用いられる図示省略のスライダー若しくは連結体の位置を
検出するようになっている。位置の正確な検出は不要である。重要なことは、打撃運転と
空転運転位置との間の位置の変化を検出して、ハンマーが空転運転位置にあるか若しくは
打撃運転位置にあるか否かを識別することである。工具や打撃ピストンの静止している所
定の位置を検出するだけで十分である。
【図面の簡単な説明】
【００６０】
【図１ａ】ドリル及び／又は打撃ハンマーの空転運転状態での部分破断図
【図１ｂ】図１ａの拡大部分図
【図１ｃ】図１ａの別の拡大部分図
【図２ａ】ドリル及び／又は打撃ハンマーの打撃運転状態での部分破断図
【図２ｂ】図２ａの拡大部分図
【図２ｃ】図２ａの別の拡大部分図
【図３】基づくドリル及び／又は打撃ハンマーの別の実施例の断面図
【符号の説明】
【００６１】
　１　ハンマーケーシング、　２　グリップキャップ、　３　揺動ロッド式伝動装置、　
空気ばね式打撃機構、　５　駆動ピストン、　６　打撃ピストン、　７　中空室、　８　
工具、　９　工具受容部、　１０　ハンドグリップ、　１１　握り部（つかみ部分）、　
１３　開口部、　１４　打撃管、　１５　半径方向開口部、　１６　スリーブ、　１７　
半径方向開口部、　１８　ばね、　１９　ピン、　２０　中空室、　２１　遅延開口部、
２５　弁部材、　２９　近接センサー、　３０　制御装置
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